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　貴台におかれましては、平素より同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の早期
完全解決を図るために、各種施策を講じていただき厚く感謝を申し上げます。
　さて、３３年間に渡り続けられてきました同和対策の特別措置法が平成１４年３月
に失効しましたが、 再び、同和問題に特化しました 「部落差別の解消の推進に関す
る法律」 が平成２８年１２月に成立しました。
　先般、この法律の第６条に規定する部落差別の実態調査が実施され、 令和２年６
月に調査結果が公表されましたが、私どもが主張する 「今や同和問題は完全に解決
の過程にある」 ことが証明されました。
　さらに、福岡県が令和４年８月～令和５年３月の間に県内の７２箇所の隣保館と隣
保館以外の４７箇所の公共施設を利用した人を対象にした 「福岡県隣保館人権課題
把握調査」の結果が令和５年１２月に公表されましたが、この結果でも私どもが主張
する 「今や同和問題は完全に解決の過程にある」 ことが証明されました。
　私どもは、この法律を拡大解釈することなく有効活用することで完全解決に繋げて
いきたいと思いますが、この「部落差別の解消の推進に関する法律」、「ヘイトスピー
チ解消法」 昨年６月に成立しました「LGBT 理解増進法」 いずれの法律にも人権が
侵害された場合の被害者の実効性のある救済措置は明記されておらず、 平成２８年４
月に施行された 「障害者差別解消法」では既存の機関を活用するとされており、また、
「男女共同参画基本法」の条文には、 「人権が侵害された場合における被害者の救済
を図るために必要な措置を講じなければならない」 との記載がありますが、 「人権擁
護法案」 が成立する前提であったことで実現には至っていません。
　一方、国連の規約人権委員会、女子差別撤廃委員会、 人種差別撤廃委員会など
からも、 国内人権機械の設置が幾度も勧告が出されていますし、 平成２９年７月に人
種差別撤廃委員会へ提出された政府の第１０回・１１回の報告に対しても、 平成３０
年８月に審査があり、その結果の総括所見が同月に採択されましたが、 同じ内容の
勧告がされました。
　この総括所見の勧告に対して政府は令和元年９月に、 「人権救済制度の在り方につ
いては、これまでなされてきた論の状況をも踏まえ、引き続き適切に検討している。
なお、 従前から、人権擁護に携わる行政機関として法務省に人権擁護局が設けられ
ており、その下部機関として、法務局人権擁護部 （全国８箇所）、地方法務局人権
擁護（全国４２箇所） 及びこれらの支局（全国２６１箇所）が設けられている。さらに、
法務省では、全国で約 14,000 の法務大臣が委嘱した民間ボランティアである人権擁
護委員と協力して、人権啓発活動 人権相談及び人権侵犯事件の調査救済といった
人権擁護活動を行っている」とコメントを提出しているが、法律でもない訓令の「人
権侵犯事件調査処理規定」を持ち出しての苦しい言い訳をしています。
　また、平成２６年１月に批准を寄託したことで同年２月１９日から「障害者権利条約」 
の効力が発生していて、この条約にも「条約の実施を促進し、保護し、及び監視す
るための国内機構を設置する」 条項があり、他の条約と同じように実施状況を国連
へ報告する義務があり、第１回の報告を平成２８年６月に提出されましたが、新型コ
ロナウイルスのまん延から遅れていた審査が令和４年８月２２日・２３日にスイス・ジュ
ネーブの国際連合にて行われ、 総括所見が９月２日の第６１１回会合において採択さ
れ、 やはり 「パリ原則に基づく国内人権機関の設置」 が勧告されました。
　本年は、令和３年９月に提出された 「女子差別撤廃条約実施状況」 第９回報告の
審査が１０月１７日に行われますが、同じく「パリ原則に基づく国内人権機関の設置」 
が勧告されることが予想されます。 この実施状況の第９回報告は事前質問票への回
答になっていて、問５に 「パリ原則に基づく国内人権機関の設置に向けた取組を明ら
かにされたい」 となっていて、 その問への政府の答えは「人権救済制度の在り方につ
いては、これまでなされてきた議論の状況も踏まえ、適切に検討しているところである。 
全国５０か所の法務局、地方法務局及びその支局（合計３１１か所） における職員及
び全国１万４千人の人権擁護委員が人権相談に応じており、人権侵害の疑いのある
事案を認知した場合、 所要の調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じている」
と、令和元年９月に「人種差別撤廃委員会」 へ回答した同じ内容になっている。
　これらのことを勘案すれば、 パリ原則に準じた簡易・迅速・柔軟に人権救済を図
る目的の国家行政組織法の第３条委員会としての「人権委員会」の設置を中心とする、 
平成１４年の第１５４回国会閣法として提出された「人権擁護法案」 を大胆に見直し、
一日も早い成立を図り、国内人権機構としての 「人権委員会」が設置されますようご
尽力を賜りたくお願い申し上げます。
  　　令和６年１１月２７日

自由民主党・幹事長
衆議院議員　森山　裕　様
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川上高幸中央本部会長あいさつ

野口賢二中央本部副会長開会あいさつ

衆議院議員 小渕優子自由民主党組織運動本部長のごあいさつ

上田藤兵衛中央本部副会長閉会あいさつ
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　京都市の崇仁地区は、 JR 京都駅の東側に隣接し、 三大部落の一つで超大型の旧同
和地区、ピーク時の人口は 9,000 人を超えていたが、 高齢化や他地域への転出などが
重なり、 令和 2 年の国勢調査では 1,380 人と激減したことから、 立地の良さを活用して
の地域の活性化を図ることで、 色濃く残っていた差別感情を払拭することを目的として、 
日本最古の芸術系大学の 「京都市立芸術大学」 を移転し、昨年10月に開校した。
　この京都市立芸術大学の移転に関与された淀野さんは、 「京都市同和行政終結後の
行政の在り方総点検委員会」の事務局を担当され、部落解放同盟の圧力に屈せず大
鉈を振るう報告書をまとめられている。
　今回はこの難事業をまとめられた淀野さんに、 この芸術大学の移転によって崇仁がど
のように変貌しているのかを、 講演していただく。
　また、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の早期完全解決を図るため、定期
中央省庁要請行動をも行うものである。

講師（公財）界人権問題研究センタ―
前常務理事・事務局長 淀野　実氏

●シンポジウム テーマ

「変貌する京都・崇仁」
━京都市立芸術大学の移転で、どう変化したか━

日時／11月 27日 ( 水 ) 午後 2時～ 4時
場所／自由民主党本部 8F 大ホール
開会／14:00
開会の辞
　主催者代表あいさつ
　来賓あいさつ ( 省略の場合もある )
　祝電披露


